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北広島市長期総合計画審議会 第５回 教育・地域専門部会 議事録 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■日  時  平成 21 年 10 月 28 日（金） 19：20～20：15 

■会  場  北広島市芸術文化ホール 活動室３ 

■出席委員 

      杉本修部会長、吉田正男職務代理、宇田川留美子委員、鵜木一任委員、岡喜美江委員、 

桂裕章委員、 

   ■欠席委員 

      岡本若子委員、菊池重敏委員、冨田忠行委員、村山紀昭委員 

■事 務 局 

      川村裕樹総合計画課主任 

   ■傍聴 なし 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

１．開  会 

 

２．部会長あいさつ 

 

３．議  事 
【事務局】この度提示した素案は、「現状と課題」、「基本的方向」の文言の整理を行い、「施

策」については主なものを要約し掲載した。原則１節１ページとしたが、２章の１節だ

けが２ページとなっている。なお、１０月６日の全体会議において、当部会から審議結

果の報告を行い、その後１０月２０日の会長・部会長会議の中で検討され、先ほどの説

明どおり一部修正を行っている。専門部会については、今日を含めてあと３回予定して

おり、１１月には２回予定している。基本計画の審議と重点プロジェクト、地区別の検

討も行うとなると、日程的に非常に厳しくなっている。基本計画の審議については、９

月の２回の審議で、部会として2章と6章を審議しまとめた。その際、審議不足や掘り下

げが足りない節などあった場合は、引き続き審議願いたい。その中で、特に重点化やメ

リハリなど、部会の特徴に関しても意見をまとめていきたい。次に、重点プロジェクト

については、現在の計画書では３２ページ、概要版では６ページに重点プランが掲載さ

れ、子育てから始まってサイクルネットワークプランなど横断的なプロジェクトをまと

めており、この部会でも教育と子育てといった議論があったが、仮に重点プランとして

合意形成出来なくても、キーワード的に意見を出し合ってまとめていければと考えてい

る。なお、地区別プランもそうだが、今までの審議から得られた意見から１１月１７日

までに事務局で拾い出し、重点プロジェクトになりそうなものなどを示す予定でいる。

このため、現段階では審議が進みにくい部分もあるが、本日は継続部分で終わっても構

わないし、先ほどのキーワードが出れば、まとめていきたい。最終的な計画としては、

この素案にないのは重点プロジェクトと地区別と人口の関係、土地利用の関係などであ
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るが、これらが加わって、原案となるので、専門部会においても重点プロジェクトや地

区別に関して、キーワード的なものを出していただきたい。今日を含め、残りほぼ２回

半となるが、よろしくお願いしたい。 

 

【委 員】重点プロジェクトはどこに出ているのか。 

 

【事務局】現在の計画では３２ページ。子育て支援プランと、ともに支え合う地域プラン

などで、子育ての中には、福祉分野と緑と教育と青少年育成といったものでまとめられ

ている。 

 

【部会長】部会としては、２章の中ではここを徹底的にやってほしいといったメリハリを

付けるのかと考えていたが、今の説明ではまた違う方向から出てくるようなイメージな

のか。 

 

【事務局】そのとおり。担当の２章、６章のメリハリ部分が、いわゆる基本計画の審議の

継続的な部分となり、それが重点プロジェクトにつながっていくと思うが、ほかの施策

との関係やつながり的な部分については、最後のまとめまでしなくていいと考えている。

 例えば、部会長が指摘したように、子育てが教育の一環というのは、正に重点プロジ

ェクトになるが、他部会とのすり合わせや更なる検討も必要である。 

 

【部会長】ここでは、２章と６章について、提起されたことについて、ここでもう少し議

論をしたい。 

 

【事務局】この素案については、市民説明会をする前に３０日から各出張所やホームペー

ジなどで公表する予定で進んでおり、これから出される意見については、１２月の原案

作成に向けて修正していく。なお、９月４日に提示した素案についてはボリュームがあ

ったため、市民の皆さんが読みやすいよう、施策を主なものだけピックアップするなど

してコンパクトにしたことについて理解願いたい。 

 

【部会長】教育に関して、２学期制や中高一貫などの施策にかなり否定的な意見が出てお

り、廃案になったのかと考えていたが、最終的に出てくる可能性があるということか。 

 

【事務局】その通り。部会の審議は、現状と課題・基本的方向が中心だが、施策について

は９月４日の提示案をもとに審議していただきたい。また、市民説明会では、この資料

でも説明にはボリュームがあり不適当なため、当日は別途Ａ３版で見開きか４ページ位

の概略版を作成し、説明に望む予定である。４０分程度説明、１時間半程度、質疑等の

直接のやりとりの中で意見を拾っていきたいと考えている。 
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【委 員】今日は何を検討すればいいのか。 

 

【事務局】基本計画のうち特に掘り下げて審議するものが見つからなければ、重点的な部

分はこういう視点が大事といった意見や、地区などの問題点を出して審議することなど

が考えられる。 

 

【委 員】部会の意見をまとめる前に確認したい。第２章１０節の交流の促進の施策は三

つあり、広域的な交流、姉妹都市、それから国際交流となっている。そこで、全体会議

でも意見が出た道営住宅の空き家で個人的に感じたのは、民間住宅の空きというのも相

当あるはずだが、こうした個人の財産を生かすのはどうか。目的の一つに交流人口の増

加があるが、最もインパクトがあるのは移住になる。また、姉妹都市、国際交流という

のは本当に限定的なことから、人を異文化と言ったら失礼だが、人を通じた異文化との

交流や衝突によって、新しいものが産まれるのではないか。また、道営住宅の空き家問

題もあるが、東京の三鷹や武蔵野あたりではリバースモーゲージに取り組んでいるほか、

空き家を放置するのは安全ではないため、個人の財産である民間の住宅を、何かの交流

に生かすことはできないだろうか。 

 

【部会長】交流といった視点なら、よそから移住する人を引っ張ってくる活動もあるし、

いろいろな情報を首都圏などに発信することも考えられる。今の話は、まさしく重点プ

ロジェクト的なものだが、部会の担当領域から少しはみ出てしまう。成長という一番大

きな三つの目標実現のための手段としてはあり得るのではないか。 

  次回、ここでもう少し詰めたら、２章と６章という区切りからはみ出ているが、重点

プロジェクトとして提示したい。 

 

【委 員】産業振興の４章にも関係してくるし、それから地域開発の部会とも関連付けら

れる。 

 

【事務局】４章、５章と関連する。 

 

【事務局】以前部会長が発言した産婦人科など医療機能の集積を図って人を呼ぶ、成長す

るといったことも考えられるのではないか。そういったことに、うまく教育を入れ込む

ことはできないか。 

 

【部会長】次回１７日も再度議論する。担当する２章と６章について再読しておいて欲し

い。今はまだ読み込めていないため、字句の不適切な表現、わかりづらい箇所など修正

意見を出せない。表現上の問題などは次回でピリオドとしたい。また、今日説明を聞い

た限りにおいては、現状や基本方向について特に注文を付ける箇所はない。ただ、施策

については、２章の中の施策のすべてに全員が納得したわけではない。２学期制とか中
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高一貫などについて、疑問ばかりで賛成者はいなかったが、こういった施策も入ってい

る。一つ一つ確認していく必要がある。２章に関して言えば、１節と２節が重点的な骨

格部分となるため、３節以下は付録扱いというか、個別な関係となるため、２章の中の

各論的なものはさほど検討する必要はないのではないか。このため、１節と２節が２章

の看板で、３節以下を各論と捉えていいのではないか。 

 

【委 員】分かれている節のどれかにポイントを絞って、一番残った課題に的を絞ればい

いのではないか。この素案自体は、以前より言葉が整理され、何の問題があるのかと思

うほど充実している。この中で、本当に自分が今やらなければいけないことが見えてき

たのだが、全部に関係あることで、これが一番重要だというものを詰めればいいのだろ

うか。となると、５節など社会教育も大事だが、学校教育よりも、一番子どもにかかわ

る家庭・青少年健全育成の３節のかかわりも、重要ではないか。子どもがきちんと育ち、

社会がきちんとなって、親もしっかりして、そして健全社会になっていくのではないか。 

 

【事務局】前回の全体会議における部会報告において、施策の疑問点をその場で答えたり

したのだが、例えば生きる力がキーワードで、だれもがわかるようなメッセージが必要

ではないか、との意見があった。それを意識しながらつくっているのだが、部会として

そういうメッセージが必要だから、もう少し強く出そうといったまとめはしてこなかっ

た。例えば心を育てるにはどうしたらいいか、難しいが「こうじゃないか」といった深

く掘り下げたところと、そうでないところがある。部会で報告したことが全部クリアさ

れているのか、盛り込まれているのかと検討する際に、この辺に再度戻って審議しても

らえればと思う。 

 

【委 員】難問だ。連動させたいが、子どもは学校にいる時間が長く、学校がおかしな教

育をしたらアウトだ。 

 

【事務局】前回は、青少年のところでは、地域で支えることが大事だということと、１節

の生きる力と連動させて、効果的な施策を展開すべきだという報告になっている。これ

でも読み取れるとは思うが、例えば生きる力との連動であれば、重点プロジェクトのよ

うに節を横断させてしまうなどのテクニックもある。 

 

【委 員】学校教育も、実際に学校の中に入ってみると、学校評価など様々な問題があり、

学校の担当の先生方は年間何回かそういうものをつくるための労力を相当数取られてい

る。教育そのものが大事なのだが、そういった仕事が随分大きくなっており、教育に集

中できない状況が現実的に起きているように思う。もっと風通しよく評価ができるよう

な方向に持っていくことも大切だ。今は、小学校でも先生は黒板に余り文字を書かない。

来年度からは、黒板は全部引き揚げますよといった授業に変わっていくようなのだが、

我々の年代から見ると、それで子どもと先生のコミュニケーションができるのかといっ
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た疑問がある。そのような授業に対応できる先生、全部できる先生が一番いいが、そう

いった先生は非常に少ないと思う。このため、今、現場は非常に混乱しているような気

がするし、将来の教育は北広島だけでできるわけではなく、全道規模で先生は異動する

ため、そういう中で特に北広島のよさを出すこととは、どういうことなのかと思う。 

 

【委 員】先生も、評価される側としてみられる環境にいる。 

 

【事務局】教職員の評価は、素案の「教育環境の整備」の中で、教職員評価を通じて教職

員の資質向上と評価ありきで記載されていたが、要するに本当に必要かどうかも含めて、

「適切な」という言葉を追加した。それから、同じくその中でも、安心・安全な魅力あ

る施設との記載があるが、ここには安心・安全だけでなく、「魅力ある」といった言葉を

加えた。 

 

【委 員】今、制度面でも教職員の採用スタイルを変えようとしている。４年間でなく６

年間学ばせて、教育実習は１年間とする案がある。 

 

【部会長】６年といえば、医者、薬剤師、獣医師もそうだ。薬剤師は減っているが、同じ

６年の教育を受けて、医者の収入と、薬剤師の収入は歴然と違う。薬学部もずいぶん増

えたが、つぶれているところもある。獣医師も減っている。小学校・中学校の教員は、

数としては多い。教育系の大学が６年になると、その他の大学でも教育免許を取れるが、

その上に２年間大学院に行って６年になる。また、教育大の数自体も少ない。無理にそ

ういったシステムをつくり、６年制の教員養成大学をつくっても、受験生は行かないだ

ろう。このため、６年間終わった時点で、医者と同じだけの給料を小学校の先生が得ら

れればそうする意味はあるが、実際は公務員より若干多い程度の給料といった報告があ

る。そうなると、余分に２年行っても何の得もないのではないか。 

 

【委 員】本当にいい先生を育ててほしい。本人でさえ、適しているかどうかわからない

うちに先生になる傾向があって、そのような影響を子どもが受けるのはとんでもないこ

とだ。 

 

【委 員】現実的には、先生が１００人集まれば、全部がいい先生というわけはない。子

どもたちには、いろいろな先生を見て逆に育ってほしいと思う。当然、家庭でもきちん

と教育しなければならない。我々が育ったころと今は違い、母親は働いている。子ども

を直接見る時間が非常に少なくなっており、市でも学童施設をつくるなどしているが、

一般的に心配されているほど、子どもはまずい状況ではないと思う。普通に育っている

と思う。今日も、西部小学校の学芸会をみてきたが、インフルエンザが流行っているに

もかかわらず一体感があって、各学年それぞれ感動した。当然、見えないところは見え

ないとは思うが、子どもたちが率先していた。また、地域差はあるようには聞いている
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が、さほど差はないと感じている。 

 

【委 員】子どもたち自体にとっては、それは当たり前のことだ。 

 

【委 員】子どもが成長して、様々な情報が入ってくる中学ぐらいから問題が生まれるの

かなという気がする。 

 

【部会長】市の教育委員会は何をしているのか。教員採用は道教委で、年数が経ったら異

動がある。市の教育委員会には、こういったことに関して何の権限もないのか。この間、

学校の資料をもらったが、教科担任だけではなくて、その他にも司書教諭などがいる。

市の政策で配置しているのか。 

 

【事務局】栄養教諭は道教委採用。心の相談員は市の政策であり、図書司書は学校教諭が

担当している。 

 

【部会長】司書教諭の実際の採用権は道教委ではないか。 

 

【事務局】各学校を回っている。 

 

【部会長】市営の保育園はまだ残っているのか。 

 

【事務局】３園ある。 

 

【部会長】それも市の職員か。 

 

【事務局】市職員である。 

 

【部会長】市で採用して、三つの保育所を異動して回っている。 

 

【事務局】４園だったが、一つ民間委託となったため３園となり、現在もう一園検討中で

ある。 

 

【部会長】保育園は採用できて、人事異動ができるのに、何で市町村が小学校の教員を採

用できないのだろうか。 

 

【委 員】市長も教育長もできるものがあるのだから、至難の業にはなると思うが、すべ

きことを書くべきだ。教育委員会にも尋ねたいが、教育はやはり人なのだから、教員の

指導は非常に重要だ。例えば、私立の学校やイギリスのパブリックスクールのように、
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校長が自由に発言したり、行動できるシステムにしないと、１節と２節の実現は難しい。

 市長は教育委員会の管理はできないなど、制度的な足かせ手かせがあるため、長期総

合計画に反映するのは本当は至難の業になる。ただ、３節以降１０節までは、単独事業

であれば、市長権限でかなりできると個人的には思う。 

 

【部会長】教育基本計画の策定・懇談会が別にあり、計画を平成２２年度に策定して、２

３年度から３２年度に実施となっている。教育に関しては、この懇談会でも行っている

のか。 

 

【事務局】検討している。内容は資料に示している通りで、教育の懇談会も同じものを見

ている。 

 

【部会長】ということは、市の事務局レベルで、調整等しているのか。また、市長の所信

表明で策定を表明した計画一覧表の中に、我々含め部会で検討しているものとバッティ

ングする内容がたくさんある。これらは、市役所の中で、それぞれの委員会が全く違う

ことを言わないような調整をしているということか。 

 

【事務局】調整はしている。総合計画が最上位になるため、これが決まると他も追随しな

ければならないイメージもあるので、総合計画はどうなっているのかと、逆に他の委員

会からの問い合わせが多い。 

 

【部会長】学校に関して、今日の発言と同じような疑問がこれまでもあったが、全てをこ

の計画には反映し切れない。例えば、市がいい先生を確保したいと言ったとしても、こ

の計画には盛り込めない。しかしながら、実際にはいい先生にはずっといて欲しいし、

小学校の頃からこのまちが好きで、教員養成の大学に行って帰ってくる、そんな先生が

いっぱいいればいい。 

今日は焦点を絞った議論はできなかったが、一度素案を読んで欲しい。前の方の表現

などよくなっていたり、こなれた表現に直っていたりしているので、その辺を確認して

欲しい。施策については、当面、２章と６章については、この部会が承認を与えて全体

会議に諮らなければいけないが、誤字とか脱字とか「てにをは」の間違いなどを修正す

る。それから、来週、事務局より重点というか目玉になるものの提案がいくつかある予

定である。今日はまだ出ていないが、次回まであと２週間あるので、それまでそれぞれ

検討しておいて欲しい。先ほどのように、交流から成長に発展して、移住や産業などと

絡めるなど、全体的、包含的な意見もあったので、そういったものも考えておいて欲し

い。次回も、今日のような話をしてもいいのか。 

 

【事務局】構わない。 
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【部会長】最初の自己紹介の際に、中学校の荒れようや富裕層が札幌の私立中学に通って

いるなどの話があったが、この辺りをもう少し詳しく聞ければなと思う。 

 

【委 員】あれは衝撃的だった。 

 

【委 員】学校によっては、やはりいいランクの子どもは、高校と連動している中学に行

く。 

 

【部会長】それでは時間となったので、細かい点について少し確認しておきたい。 

 

【事務局】前回の報告で投げかけて終わっているものもあるので、その辺りの審議も進め

ていただきたい。 

 

【部会長】全体会議に諮るため、責任を持ってもう少し詰めたい。 

 

４．今後の日程 

  次回の日時は、11月17日（火）、開始時間は18時から、場所は芸術文化ホールで了承

された。 

 

５．閉  会 


